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根拠法令等

１　計　画　（プラン）

児童扶養手当法

母子世帯等に手当制度の周知広報を図り、相談・新規申請受付審査の実施、対象者に
は所得に応じた手当額を年３回（４月８月１２月に４ヶ月分）の支給
手当月額　４１，７２０円　（所得制限により一部支給）
加算額　児童２人目：５，０００円　　３人目以降１人につき：３，０００円

平成19年6月

164,934

母子家庭等支給要件・所得制限に該当する児童を養育する母又は養育者

手当の支給により母子世帯等の生活の安定及び生活環境水準を確保し児童の健全育
成を図る

作成日

児童福祉

内線814

課長職名事務区分

安全で安心できるまち

部長職名□自治事務　　■法定受託事務　 高田信夫

　事務事業開始年度

　〃 終了予定年度

八町史郎

整理番号 20-11 作成部署 保健福祉部児童家庭課児童扶養手当支給事業事務事業名

　平成19年度事務事業評価調書（継続用）　　　　北広島市

子育て支援の充実

上位施策との関
連（総合計画での
位置付け）

手当月額　４１，７２０円　（所得制限により一部支給）
加算額　児童２人目：５，０００円　　３人目以降１人につき：３，０００円

施策）

章

別紙１

Ｓ３７

直接事業費

156,32359,816 161,317

241,710

地方債

一般財源

60

国支出金

9,000 9,000

80,393

17年度（決算）

1.30 1.30

232,087 231,338

74,955

247,135

活動指標
（事務事業の
活動量や実

績）

1.91 1.82

新規認定件数

受給者数（１２月期） 500489

件

人

9074 82 90

471 455

1.30

9,000

11,700

253,410

1.30

9,000

258,835

【事務事業を評価する指標（ものさし）】

指　標　名
17年度

指　　　　　標　　　　　値

18年度単位 20年度（目標）19年度（目標）

　総　事　業　費 ①＋④ 243,787 243,038

区　　　　分

人 　件 　費
（概算）

道支出金

172,211

①合　計

②人　数（年間）

19年度（予算） 20年度（予定）18年度（決算）

（単位：千円）【事業費の推移】

２　実　施　（ドゥ）

82,201

③１人当り年間平均人件費

④＝②×③ 11,70011,700 11,700

その他特財 60

808

2.07

797

成果指標
（目的の達成
度を測るもの

さし）

【受給者数÷市内世帯数】

【指標の定義（算式等）】

1.99

732受給対象児童数（１２月期）

受給率

749

％

人



■

□

□

□

□拡大重点化
□現状継続
□見直し
□統合
□休・廃止
□終了

□終了

□拡大重点化

□統合

今後の方向性

行財政構造改革推進
本部の総合判定

法定受託事務のため、今後も国の基準に基づき実施
し、相談者や受給者のプライバシーに十分配慮しなが
ら対応していく。

減額措置については十分周知を行うとともに、今後と
も国の制度に基づき対応していく。

【１次評価】

□拡大重点化
■現状継続
□見直し

事務事業担当部局の
総合判定

　４　適切（十分）　　３　概ね適切（十分）　　２　改善の余地がある　　１　不適切（不十分）　　－　該当なし

今後の方向性

【外部評価】

【２次評価】

外部評価委
員会の総合

判定

□休・廃止
□終了

□統合
□休・廃止

全国的にも離婚率や未婚出生による母子家庭等は増
加しており、今後も増加傾向にあり、ますます重要な経
済支援制度である。

１８年度、一部、生計別扶養義務者の取扱い基準が見
直され、受給者が減少したが、それ以外は微増であ
る。

民間活力の
活用性評価
（事業担当部
局が評価）

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

１８年度、一部、生計別扶養義務者の取扱い基準が見
直され、事務の煩雑化を招いたが、スタッフ制により対
応したので、問題はない。

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏ってい
ないか。

法定受託事務で受益者負担は該当しない

評点区分

４　総合判定と今後の方向性（アクション）

[※参考]

前年度の
２次評価

　判　　　　定

現状維持

今後の方向性

今後の方向性（課題と解決方法等）

　今後とも国の児童扶養手当支給制度に基づき対応していく。また受給手続きには個人情報
が多く関わってくることから、相談者や受給者のプライバシーにも十分配慮していく。

■現状継続
□見直し

4

・投入した予算や人員に見合った効果が得られているか
（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか（同じ経費でもっと効率
的な方法はないか）

妥
当
性

4

4

有
効
性

効
率
性

・市民や社会の要求に合致しているか。
・上位施策を達成するために必要な事務事業か（目的妥
当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か(公共性・公
益性の度合）

３　評　価　（チェック）

公
平
性

整理番号 20-11

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

　　　■有　　　　　□無法律で実施が義務付けられている事務事業か

-

選択理由、説明等
評
点

チェック項目

・成果指標値から見て、目標の達成度はどの程度か（達
成度合）
・目的を達成するための手段（実施方法）は有効か（手段
有効度合）


